鳥獣捕獲許可に係る判断基準
１　鳥獣の区分と保護及び管理の考え方

（１）希少鳥獣

①　対象種

「環境省レッドリスト」及び「大阪府レッドデータブック」による大阪府における保護
上重要な野生生物として絶滅危惧Ⅰ（Ａ・Ｂ）類、Ⅱ類に分類されている鳥獣とする。

②　保護及び管理の考え方

種の保存法による取組とも連携しつつ、自然環境保全基礎調査等による生息状況や生息
環境の把握に努めるとともに、鳥獣保護区の指定を検討するなど、個体群の維持・回復
に努める。　

（２）狩猟鳥獣

①　対象種

法第２条第７項により環境省令で定める狩猟鳥獣とする。

②　保護及び管理の考え方

地域個体群も念頭に、生息状況、被害状況の把握に努め、必要に応じて捕獲を制限する
など、持続的な利用が可能となるよう適切な対応に努める。
（３）外来鳥獣

①　対象種

本来府内に生息地を有しておらず、人為的に外国や、他府県から導入された鳥獣とする。

②　管理の考え方

農林水産業又は人の生活環境や生態系に係る被害を及ぼす外来鳥獣については、狩猟に
よる捕獲や有害鳥獣捕獲、外来生物法に基づく防除を推進し被害の防止を図る。

また、外来鳥獣による危険予防のため、生息状況等の把握に努める。

（４）指定管理鳥獣

①　対象種

　 法第２条第５項により環境省令で定める指定管理鳥獣とする。

②　管理の考え方

　 当該鳥獣の生息状況、被害状況等を勘案して、必要と認められるときは、第二種特
定鳥獣管理計画に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を作成し、捕獲数等の数
値目標を設定して、指定管理鳥獣等捕獲事業を実施するよう努める。

（５）一般鳥獣

①　対象種

上記（１）～（４）以外の鳥獣とする。

②　保護及び管理の考え方

　生息状況や生息環境の把握に努め、必要に応じて対応を検討する。

２　鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等にかかる許可基準の設定

（１）許可をしない場合の基本的考え方
以下の場合にあっては、許可をしない。

①　捕獲後の処置の計画等に照らして、明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合。

②　捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、外来鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ今後被害が予想される地域において、当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合はこの限りではなく、当該鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲を行う。

③　鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等又
は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合。

④　捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合、
又は、社寺境内、墓地における捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義
の保持に支障を及ぼすおそれがある場合。
⑤　特定猟具使用禁止区域内で特定猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達せら
れる場合、又は、特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予
防若しくは法第９条第３項第４号に規定する指定区域（社寺境内及び墓地が該当。）
の静穏の保持に著しい支障が生じる場合。

⑥　法第３６条及び規則第４５条に危険猟法として規定される猟法（爆発物、劇薬、
毒薬を使用する猟法及び据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼす
おそれのあるわなを使用する猟法）。ただし、法第３７条の規定による環境大臣の
許可を受けたものについては、この限りでない。

⑦　法第３８条第２項に規定される住居集合地域等における銃猟により捕獲等を行う
場合。ただし、法第３８条の２の規定による都道府県知事の許可を受けたものにつ
いては、この限りでない。

（２）許可する場合の基本的考え方

①　学術研究を目的とする場合

学術研究（環境省足環を用いる標識調査を含む）を目的とする捕獲等又は採取等の許可は、当該研究目的を達成するために不可欠な必要最小限のもの（外来鳥獣に関する学術研究にあっては適切なもの）であって、適正な研究計画の下で行われる場合にのみ行う。

②　鳥獣の保護を目的とする場合

1)　鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的

鳥獣行政事務担当職員が職務上の必要があって捕獲又は採取する場合

2)　傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的

　　　鳥獣行政事務担当職員や鳥獣保護員等が傷病鳥獣を保護する目的で捕獲する場合

③　鳥獣の管理を目的とする場合

1)　鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする場合

鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害（以下「被害」という。）が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行う。特に、外来鳥獣については、当該鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲を行う。

2)　第二種特定鳥獣管理計画に基づく数の調整を目的とする場合

個体数調整を目的とした捕獲又は採取等は、人と鳥獣との適切な関係の構築をめざした科学的・計画的な保護管理の一環として、地域個体群の長期にわたる安定的維持を図るために必要な範囲内で行う。

④　その他特別な事由を目的とする場合

 1)  博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的

　　博物館、動物園等の公共施設において飼育展示するために捕獲又は採取する場合

2)　愛玩のための飼養の目的

愛玩のための飼養の目的での捕獲は許可しない。

3)　その他鳥獣の保護その他公益に資すると認められる目的

捕獲等又は採取等の目的に応じて個々のケース毎に判断する。

なお、環境教育の目的、環境影響評価のための調査、被害防除対策事業のための個体の追跡を目的とした捕獲は、学術研究に準じて取り扱う。

（３）わなの使用に当たっての許可基準

　わなを使用した捕獲許可申請にあっては、以下の基準を満たすものとする。

①　獣類の捕獲を目的とする許可申請の場合

1)　くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、原則として猟法として認められた基準のものであること。

2)　とらばさみを使用した方法での捕獲は認めない。

（４）許可に当っての条件の考え方
捕獲等又は採取等の許可に当っての条件は、期間の限定、区域の限定、捕獲の方法の限定、鳥獣の種類及び数の限定のほか、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持、捕獲を行う際の周辺環境への配慮、及び適切なわなの数量及び見回りなどについて付す。特に、住民と隣接した地域において捕獲等を許可する場合には、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付す。
（５）許可権限の市町村長への委譲

大阪府知事の権限に属する鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に係る事務については、野生鳥獣の保護に支障のない範囲において、市町村との協議を十分に行い、市町村における鳥獣の保護管理の実施体制の整備状況等を勘案し対象とする市町村や種を限定した上で、市町村長へ委譲する。

許可に係る権限を委譲された市町村長は、許可に於いて、法、規則、基本指針、本計画に従い適切に事務を執行するとともに、知事に対し許可事務の執行状況を報告するものとする。

知事は、鳥獣の保護及び管理を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示を行う。

（６）捕獲実施に当たっての留意事項

捕獲に伴う事故を防止するため、広報その他の方法により、地域住民等に周知徹底させるとともに、捕獲実施の際には、錯誤捕獲や事故の発生防止のため必要に応じて安全確保のための人員配置を行う等、万全の措置を講じる。

また、わなの使用に当たっては、法第９条第１２項にもとづき、猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間等を記入した標識を装着する。ただし、捕獲に許可を要するネズミ、モグラ類を捕獲する場合、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合にあっては、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法で標識を設置する方法によることもできる。

（７）捕獲物又は採取物の処理等

捕獲物については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設する。
なお、資源として有効利用する場合にあっては、捕獲事業の実施主体である市町村等が自身の責任で、捕獲の目的に照らし適正に処理する。

また、その処理方法については許可申請の際に明らかにするものとし、捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法による。

（８）捕獲等又は採取等の情報の収集

鳥獣保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため、捕獲許可を受けた者に対し、許可証を返納させる際に、捕獲結果について報告させる。

また、必要に応じて捕獲個体の種毎に捕獲日時、場所、性別、推定年齢、体長等の報告を求める。

３　学術研究を目的とする場合

（１）学術研究

①　研究の目的及び内容

次の各号のいずれにも該当するもの。

1)　主たる目的が、理学、農学、医学、薬学等に関する学術研究であること。ただし、学術研究が単に付随的な目的である場合は、学術研究を目的とした行為とは認められない。

2)　鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取を行う以外の方法では、その目的を達成することができないと認められること。

3)　主たる内容が鳥獣の生態、習性、行動、食性、生理等に関する研究であること。また、長期にわたる研究の場合は、全体計画が適正なものであること。

4)　原則として、研究により得られた成果が、学会、学術誌等により、一般に公表されるものであること。

②　許可対象者

理学、農学、医学、薬学等に関する調査研究を行う者、又はこれらの者から依頼を　　　　受けた者。

③　鳥類の種類、数

種類及び数は必要最小限とする。ただし、外来鳥獣に関する学術研究を目的とする場合には、適切な種類又は数とする。

④　期間

１年以内で目的の達成のため必要な期間。

⑤　区域

必要最小限の区域とし、原則として、特定猟具使用禁止区域及び規則第７条第１項第７号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。

⑥　方法

次の各号に掲げる条件に適合するものであること。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

1)　法第１２条第１項又は第２項で禁止されている猟法ではないこと。

2)　殺傷又は損傷（以下「殺傷等」という。）を伴う捕獲方法の場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。

⑦　捕獲等又は採取後の措置

原則として、次の各号に掲げる条件に適合するものであること。

1)　殺傷等を伴う場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。

2)　個体識別のため、指切り、ノーズタッグの装着等の鳥獣の生態に著しい影響を及ぼすような措置を行わない。

3)　電波発信機、足環の装着等の鳥獣への負荷を伴う措置については、目的を達成するために当該措置が必要最小限であると認められるものであること。なお、電波発信機を装着する場合には、原則として、必要期間経過後短期間の内に脱落するものであること。

　　　また、装着する標識が観察情報の収集に広く活用できる場合、申請者は出来る限り標識の情報を公開すること。

（２）標識調査（環境省足環の装着をする場合）

①　許可対象者

国又は都道府県の鳥獣行政事務担当職員若しくは国又は都道府県より委託を受けた者（委託を受けた者から依頼された者を含む。）

②　鳥獣の種類・数

原則として、標識調査を主たる業務として実施している者にあっては、鳥獣各種各2,000羽（頭、個）以内、３年以上継続して標識調査を目的とした捕獲許可を受けている者にあっては、同各1,000羽（頭、個）以内、その他の者にあっては同500羽（頭、個）以内。

ただし、特に必要が認められる種についてはこの限りでない。

③　期間

１年以内。

④　区域

原則として、規則第７条第１項第７号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。

⑤　方法

原則として、わな、網、手捕とする。

４　鳥獣の保護を目的とする場合

（１）鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的

1 許可対象者

国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員（出先の機関の職員を含む）

2 鳥獣の種類・数

必要と認められる種類及び数（羽、頭、個）

3 期間

１年以内

4 区域

申請者の職務上必要な区域

5 方法

原則として、法第12条第１項又は第２項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

6 許可権者

知事

（２）傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的

①
許可対象者

国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員（出先の機関の職員を含む）、鳥獣保護管理員その他特に必要と認められる者

②　鳥獣の種類・数

必要と認められる種類及び数（羽、頭、個）

③　期間

１年以内

④　区域

必要と認められる区域

⑤　方法

原則として、法第12条第１項又は第２項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

⑥　許可権者

知事

５　鳥獣の管理を目的とする場合

（１）鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする場合

①　有害鳥獣捕獲の基本的考え方
有害鳥獣の捕獲は、現に被害が生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行う。（ただし、外来鳥獣についてはこの限りではない。）

その捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとし、捕獲の実施に当たっては、関係部局等との連携の下、被害防除施設の整備や未収穫物の撤去等の被害防除対策が総合的に推進されるよう努める。
また、農林水産業等と鳥獣の保護との両立を図るため、総合的、効果的な防除方法、狩猟を含む個体数管理等、鳥獣の適正な管理方法を検討し、所要の対策が講じられるよう努めるとともに鳥獣の生態や習性に関する知識の普及を含め、関係方面への周知徹底を図る。

②　鳥獣による被害発生予察表の作成
1)　予察表
	加害鳥獣名
	被害農林水産物等
	被害発生時期（月）
	被害発生地域
	備考

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	
	

	イノシシ
	水稲、いも類、野菜類、果樹、

植木（苗）、

造林木、

タケノコ、

人身
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域
	農林業、人身への被害

	シカ
	水稲、野菜類、造林木、植木、果樹、

人身
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域
	農林業、人身への被害

	イタチ類
	建築物等、食品、家禽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域
	生活環境への被害

	スズメ


	水稲、

建築物等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域
	農業、生活環境への被害

	ムクドリ
	果樹、野菜

建築物等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域
	農業、生活環境への被害

	ヒヨドリ


	果樹、野菜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域
	農業への被害

	カラス類
	豆類、果樹、野菜、花卉

建築物等

人身
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域
	生活環境、人身への被害



	ドバト
	建築物等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域
	生活環境への被害

	ケリ、タゲリ、トビ、

カラス類、ドバト、シギ類、サギ類
	航空機
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	豊中市、八尾市、泉佐野市、泉南市、田尻町
	航空機の航行障害

	カワウ
	アユ、モロコ、カワチブナ等養殖魚、建築物等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	府内全域


	水産業、生活環境への被害


2)予察表に係る方針等

鳥獣被害の発生状況、生息状況等について調査、検討を行う。

予察表に係る被害等の発生状況について、毎年点検し、その結果に基づき予察捕獲の実施を調整する。

③有害鳥獣捕獲についての許可基準の設定
1)　基本的考え方

ア)　方針

有害鳥獣の捕獲許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害等が生じているか又はそのおそれがあり、原則として防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行う。ただし、外来鳥獣についてはこの限りでない。

狩猟鳥獣、ダイサギ、コサギ、アオサギ、ニホンザル、特定外来生物である外来鳥獣、その他の外来鳥獣（カワラバト(ドバト)等）以外の鳥獣については、被害等が生じることは稀であることから、これらの捕獲は被害の実態を十分に調査し、捕獲以外の方法による被害防止を検討した上で許可する等、特に慎重に取り扱う。
予察による有害鳥獣捕獲は、捕獲以外の被害防除対策を行っても、常時捕獲を行うことで生息数を低下させる必要がある場合のみ許可する。

また、アライグマなど外来鳥獣による農林水産業又は生態系に係る被害等の防止を図る場合にあっては、当該外来鳥獣を根絶又は抑制するため、市町村と連携し、被害の状況や、専門家等の意見を踏まえつつ、有害鳥獣捕獲や特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号）の適応等により積極的な捕獲を図る。
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